
「すまいる・あくしょん」イメージキャラクター・あくしょんマーク使用取扱要領 
 
（趣旨） 
第１条 この要領は、滋賀県（以下「県」という。）が定める「すまいる・あくしょん」のイメー
ジキャラクターおよびあくしょんマーク（以下、「キャラクター等」という）の適正な使用を確
保するため、必要な事項を定めるものとする。 

 
（使用承認申請等） 
第２条 キャラクター等を使用する場合は、あらかじめ「「すまいる・あくしょん」イメージキャ
ラクター・あくしょんマーク使用申請書（様式第１号）」を子ども若者部子ども若者政策・私学
振興課長（以下「子ども若者政策・私学振興課長」という。）に提出し、承認を得なければなら
ない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、別紙に掲げるキャラクター等の図柄を変
更、改変することなく使用する場合はこの限りでない。 
（１）地方公共団体が使用する場合 
（２）地方公共団体が構成員となる団体､および事務局を所管する団体が使用する場合 
（３）報道機関が報道の目的で使用する場合 
（４）その他子ども若者政策・私学振興課長が適当と認めた場合 

２ 子ども若者政策・私学振興課長は、前項の規定による申請があった場合、その内容が次の各号
いずれかに該当する場合を除き、使用を承認するものとする。 

 （１）県の信用または品位を害すると認められる場合 
  （２）消費者や利用者の利益を害すると認められる場合 
 （３）特定の政治、思想または宗教等の活動に関すると認められる場合 
 （４）法令または公序良俗に反し、または反する恐れのあると認められる場合 
 （５）営業または販売物に使用する場合。ただし、あらかじめ県と協議し、許諾を得たものは除

く。 
 （６）その他、子ども若者政策・私学振興課長が不適切であると判断した場合 
３ 前項の承認は、「「すまいる・あくしょん」イメージキャラクター・あくしょんマーク使用承
認通知書（様式第２号）」をもって通知する。 

 
（使用料） 
第３条 キャラクター等の使用料は、無料とする。 
 
（使用上の遵守事項） 
第４条 キャラクター等を使用する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 
 （１）定められた色、形式などを正しく使用すること。ただし、単色での使用は除く。 
 （２）キャラクター等のイメージを損なう使用をしないこと。 
 （３）使用期間を遵守すること。 
  （４）原則として、キャラクター等に近接して「滋賀県提供」と表記すること。 
  （５）承認された用途のみに使用し、子ども若者政策・私学振興課長が付した条件・指示に従う
こと。 
 
（見本品の提出） 
第５条 キャラクター等のデザインを使用する者は、当該使用に係る見本品等を速やかに子ども若
者政策・私学振興課長に提出しなければならない。ただし、提出困難なものについては、その写
真の提出をもって代えることができる。 

 
（承認内容の変更の申請） 
第６条  キャラクター等の使用承認を受けた者が、承認された内容について変更しようとするとき
は、あらかじめ、「「すまいる・あくしょん」イメージキャラクター・あくしょんマーク使用承
認変更申請書（様式第３号）」を子ども若者政策・私学振興課長に提出し、その承認を受けなけ
ればならない。 

２  前項の承認は、「「すまいる・あくしょん」イメージキャラクター・あくしょんマーク使用
（変更）承認通知書（様式第２号）」をもって行う。 

３ 変更申請の承認後についても、第４条の規定を遵守しなければならない。 
 
（承認の取り消し） 
第７条 子ども若者政策・私学振興課長は、キャラクター等の使用がこの要領又は承認内容に違反
していると認められた場合は、当該承認を取り消すことができる。 

２ 前項の承認の取り消しは、「「すまいる・あくしょん」イメージキャラクター・あくしょんマ
ーク使用承認取消通知書（様式第４号）」をもって通知する。 

３ 本条第２項の規定により承認を取り消された者は、承認取り消しの通知があった日以降、当該
承認に係る物件の使用、配布、掲示をしてはならない。 



 
（責任の制限） 
第８条 前条の規定により、キャラクター等の使用承認を取り消した場合、使用承認を受けた者に
損害が生じても、県はその責めを負わない。 

２ キャラクター等の使用承認を受けた者がキャラクター等の使用によって第三者に対して損害ま
たは損失を与えた場合でも、県は、損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わない。 

 
（補則） 
第９条 この要領に定めるもののほか、キャラクター等の使用に関して必要な事項は、子ども若者
政策・私学振興課長が別に定める。 

 
附則 
 この要領は、令和２年11月５日から施行する。 
 
 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 
 
 この要領は、令和８年２月10日から施行する。 

  



別紙 

＜イメージキャラクター＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜あくしょんマーク A 群＞ こどもあくしょん 文章なし 

あくしょんマーク１ 

 

あくしょんマーク５ 

 

あくしょんマーク２ 

 

 

 

 

あくしょんマーク６ 

 

あくしょんマーク３ 

 

あくしょんマーク７ 

 

あくしょんマーク４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜あくしょんマーク B 群＞ こどもあくしょん 文章あり 

あくしょんマーク１ 

 

あくしょんマーク５ 

 

あくしょんマーク２ 

 

あくしょんマーク６ 

 

あくしょんマーク３ 

 

あくしょんマーク７ 

 

あくしょんマーク４ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



あくしょんマーク C 群＞ おとなあくしょん 文章なし 

あくしょんマーク１ 

 

あくしょんマーク５ 

 

あくしょんマーク２ 

 

 

 

 

あくしょんマーク６ 

 

あくしょんマーク３ 

 

あくしょんマーク７ 

 

あくしょんマーク４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜あくしょんマーク D 群＞ おとなあくしょん 文章あり 

あくしょんマーク１ 

 

あくしょんマーク５ 

 

あくしょんマーク２ 

 

あくしょんマーク６ 

 

あくしょんマーク３ 

 

あくしょんマーク７ 

 

あくしょんマーク４ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

  



（様式第１号） 

令和  年  月  日 

 （あて先） 

  滋賀県子ども若者部 

子ども若者政策・私学振興課長 

（申請者） 住 所 〒                   

氏 名 （法人にあってはその名称）          

        

    （代表者の氏名）                         印 

 

「すまいる・あくしょん」イメージキャラクター・あくしょんマーク使用申請書 

 

下記のとおり、「すまいる・あくしょん」イメージキャラクター・あくしょんマークを使用した

いので申請します。 

 

１ 使用するキャラクター等 

 

※複数選択可 

※あくしょんマークは、使用する

番号まで指定すること。 

 

イメージキャラクター 

     

あくしょんマーク 

Ａ群（１・２・３・４・５・６・７） 

   Ｂ群（１・２・３・４・５・６・７） 

   Ｃ群（１・２・３・４・５・６・７） 

   Ｄ群（１・２・３・４・５・６・７） 

 

２ 使 用 目 的  

３ 使 用 方 法  

４ 使 用 期 間    自   令和   年   月   日 

     至   令和   年   月   日 

５  作 成 数         

 
６ 連 絡 先        

 （担 当 者） 
 
 （電話番号） 

 
７ 使 用 計 画 

 



※注意事項 

・ 企画書（レイアウト、スケッチ、原稿等）、申請者の概要、その他参考となるものを添付す

ること。 

・ キャラクター等に接近して「滋賀県提供」と表記できない場合においては、その理由を明記

すること。 

・ 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 

  

 

「すまいる・あくしょん」イメージキャラクター・あくしょんマーク使用取扱要領第２条第２項

各号に該当すると認められた場合には、直ちに使用を中止することを誓約します。 

氏 名 （法人にあってはその名称） 

（代表者の氏名）                                           印 



（様式第２号） 

滋 子 若 私 第   号 

令和  年  月  日 

 

              様 

 

                                                滋賀県子ども若者部 

子ども若者政策・私学振興課長  印 

 

「すまいる・あくしょん」イメージキャラクター・あくしょんマーク使用（変更）承認通知書 

 

 

 令和  年  月  日付けで申請のあったキャラクター等の使用（変更）について、下記のとおり

承認します。 

 なお、キャラクター等の使用に関しては、「すまいる・あくしょん」イメージキャラクター・あ

くしょんマーク使用取扱要領の内容を遵守すること。 

 

記 

 

 

１ 使用するキャラクター等 

 

イメージキャラクター 

 

あくしょんマーク 

Ａ群（１・２・３・４・５・６・７） 

   Ｂ群（１・２・３・４・５・６・７） 

   Ｃ群（１・２・３・４・５・６・７） 

   Ｄ群（１・２・３・４・５・６・７） 

 

２  使 用 方 法 

 

 

３  使 用 期 間 

 

  自  令和    年    月    日   

    至  令和    年    月    日 

 

 

４   作 成 数       

 

 

５   使 用 条 件 

 

 

 

 

※ 承認内容に変更が生じる場合は申請すること 

 

６  そ の 他       

 



（様式第３号） 

令和  年  月  日 

 （あて先） 

   滋賀県子ども若者部 

子ども若者政策・私学振興課長   

 

               （申請者） 住 所 〒                 

  

氏 名 （法人にあってはその名称）          

        

     （代表者の氏名）                         印 

 

 

「すまいる・あくしょん」イメージキャラクター・あくしょんマーク使用承認変更申請書 

 

   令和 年 月 日付け滋子若私第  号で承認を受けたキャラクター等の使用について、下記の

とおり変更したいので申請します。 

                                 記 

     （変更の内容） 

 

 

 

 

 「すまいる・あくしょん」イメージキャラクター・あくしょんマーク使用取扱要領第２条第２項

各号に該当すると認められた場合には、直ちに使用を中止することを誓約します。 

 

            氏 名 （法人にあってはその名称） 

（代表者の氏名）                                           印 

 

※注意事項  ・氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。



（様式第４号） 

  滋 子 若 私 第   号 

令和  年  月  日 

 

              様 

 

                          滋賀県子ども若者部 

子ども若者政策・私学振興課長  印 

 

「すまいる・あくしょん」イメージキャラクター・あくしょんマーク使用承認取消通知書 

 

 令和  年  月  日付け滋子若私第 号で承認したキャラクター等の使用については、下記の理

由により取り消します。 

 

記 

 

 

 

  承認年月日        

 

 

     令和    年    月    日        

 

 

  承 認 番 号       

 

  

             滋子若私第   号         

 

 

 

 

 

 

  取 消 理 由       

 

 

 

 

 

 

 

 


